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最低賃金周知用ポスターのデザイン募集（令和元年度） 

（京都府最低賃金ポスターデザインコンテスト実施要綱）令和元年８月２２日現在 

 

１ 趣旨 

「最低賃金」とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低基準を定め、使用者は、

その最低賃金を支払わなければならないとする制度です。 

京都府においては、毎年、京都府最低賃金が改正されており、京都府下のすべ

ての使用者は、その京都府最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。 

令和元年度に改正を予定している最低賃金について、広く府民に知ってもらい

最低賃金の意識が高まるように、京都労働局として、ポスターデザインコンテス

トを実施します。 

２ 募集デザイン 

京都府最低賃金の周知を目的としたポスターのイラスト部分 

３ デザイン内に盛り込むべき内容 

以下の(１)、 (２)及び(３)は、必ずデザインに盛り込んで下さい。(４) は、任意

であり、デザインに必ずしも盛り込む必要はありません。 

(１)「京都府最低賃金」の名称（必須） 

 

(２)「時間額９０９円」であること（必須） 

 

(３)「発効年月日」は「令和元年１０月１日」であること（必須） 

    

  (４) キャッチフレーズの使用は、任意であること。使用するキャッチフレーズは限

定しない。 

（参考 平成２９年度のキャッチフレーズ「最低賃金、確認した？」 

平成３０年度のキャッチフレーズ「チェックしなくちゃ。最低賃金」） 

    

４ 応募方法 

(１) 応募期間は、令和元年９月２日(月)から同年 10月 31日(木)までとする。 

(２) 応募作品は一人１点とし、縦４０ｃｍ×横４０ｃｍ以内の正方形のスペース内

に、上記３のデザイン(イラスト)を表すること。 

   但し、グループで応募することは妨げない。なお、グループで応募するときは、

グループ構成員人数分までの応募は、可とする（例：4人グループであれば、4



2 

 

点まで）。 

(３) 応募作品は、原本又は画像データ（可能ならその両方）で提出すること。(画

像データについては、原本と同じレイアウトのまま PDFとし、USBメモリー

等で提出すること。 

(４) 応募作品には、著作者本人の住所、氏名、電話番号、学校名・学科（一般応募

の場合は不要）を明記の上、京都労働局賃金室に提出すること（郵送可。ただ

し、応募期間内必着のこと。） 

   グループ応募の場合においても、代表者及び全員の住所、氏名、電話番号、学

校名・学科（一般応募の場合は不要）を明記すること。 

(５) 応募作品の使用に関する諸権利は京都労働局賃金室に帰するものとする。 

ただし、製作者の作品集など、製作者自身の使用は可とする。 

５  選考方法 

全応募作品の中から、京都地方最低賃金審議会委員をはじめとする関係者及び

京都労働局への来庁者等により選考し、最も優秀と認められた作品に最優秀賞を

授与し、ポスターデザインとして採用する。 

また、最優秀賞以外の作品から、優秀賞、特別賞を数点授与することとする。 

６  表彰等 

(１) 最優秀賞： 京都労働局長名による賞状及び作成されたポスター（額入り）を

授与する。また作成するポスターには、デザイン作者名及び学校名

等を記載する。 

(２) 優 秀 賞： 京都地方最低賃金審議会長名による賞状を授与する。 

(３) 特 別 賞： 京都府商工労働観光部長名による賞状を授与する。 

(４) 上記(１)から(３)の全受賞者に対し、京都労働局長から記念盾を贈呈する。 

  ただし、グループ応募の場合は１グループに対して１点とする。 

(５) 表彰式の際に記者発表を行う。 

 

［参考］ 

京都府最低賃金とは、最低賃金法に基づき、アルバイト・臨時採用などの雇用形

態や見習いなどの身分形態を問わず、京都府内で働く全ての労働者に対して、使用

者は最低賃金額以上の給与を支払わなくてはいけない制度です。また、これを下回

る賃金で労働者を雇った使用者は、法律により罰せられます。 

京都府最低賃金は、公益代表委員（学識経験者など）、労働者代表委員、使用者代

表委員の三者構成による「京都地方最低賃金審議会」での調査審議の結果（答申）

を受け、京都労働局長が決定します。 
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現在の京都府最低賃金は、時間額８８２円、その効力発生日は平成 30 年 10 月

１日ですが、令和元年 10月１日から、時間額９０９円となります。京都府最低賃金

は、京都府内で働く全ての労働者に適用されます。 

 

〔応募の問い合わせ先〕 

京都労働局労働基準部賃金室（担当：田中淳史） 

〒604-0846 京都市中京区両替町御池上ル金吹町 451  

Tel 075-241-3215 ・Fax 075-241-3219 

E-mail: chinginshitsu-kyoutokyoku@mhlw.go.jp  

※ これにより得た個人情報については、「最低賃金周知ポスターデザイン募集事

業」以外の目的には使用しません。 



応募作品

平成30年度京都府最低賃金ポスターデザインコンテスト

6階投票場

髙井局長祝辞

玄関ホール投票場

過去最多応募数114点

表彰式

最優秀賞 丸山愛加さん
まるやまあいか

優秀賞 尹汝禎さん

ゆんよじょん

特別賞 西村晴菜さん
にしむらはるな

参考資料



ポスター掲示協力事業場

副賞の盾、ポスターフレーム

京都バス車内

全車に掲示

表彰式記念撮影

京都市営地下鉄二条駅

京都府立医科大学

京都市営地下鉄

京都市役所前駅

京都市営地下鉄
鞍馬口駅

スーパー


